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１．現状の居住誘導区域 

現状の居住誘導区域（平成 30 年 9 月 1 日公表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除外区域の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

２．公表前後の動き（ハザード情報） 

 

① 洪水・内水浸水想定区域 

平成２７年 水防法改正 

      ＊洪水浸水想定区域の前提となる降雨を計画規模から想定最大規模に変更 

 

 

  令和元年  洪水ハザードマップ公表（豊川・豊川放水路、柳生川）※想定最大 

  令和２年  内水ハザードマップ公表              ※想定最大 

  令和３年  洪水ハザードマップ公表（梅田川）         ※想定最大 

 

 

② 津波浸水想定区域 

平成２３年 津波防災地域づくりに関する法律 施行 

 

 

令和元年  津波災害警戒区域の指定（背上がり高） 

 

 

③ 高潮浸水想定区域 

平成２７年 水防法改正 

      ＊高潮浸水想定区域（想定最大）を公表する制度を創設 

 

 

  令和４年５月現在 高潮ハザードマップ作成中         ※想定最大 

 

平成３０年立地適正化計画公表 

平成３０年立地適正化計画公表 

平成３０年立地適正化計画公表 
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３．見直し方針について 

（１）防災まちづくりの将来像とその考え方 

  防災まちづくりの将来像とその考え方については次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）居住誘導区域見直しにあたって 

  居住誘導区域の見直しをはじめ、具体的な取組の検討に 

あたっては、まちづくり全体のバランスを考慮することや、 

 発生頻度や規模、災害の特性を踏まえるといったこととし 

 ている。 

 

（３）居住誘導区域見直し方針 

  以上のことを踏まえ、今回の居住誘導区域の見直し方針 

を次のとおりとする。 

 

  ●見直し方針 

   市街化区域の中で良好な居住環境を有する商業系・住居系用途の区域と公共交通沿線等 

の利便性の高い区域を基本とする。なお、これまでも災害危険性が懸念される区域を除 

外していたが、今回の防災指針の策定にともない、以下の区域を除外することとする。 

除外にあたっては、近年の気候変動により、いつ災害が起きてもおかしくないことを前提に、 

災害リスクの回避・低減施策により対応することを踏まえ、本市の市街地形成の状況と 

災害リスクのバランスを考慮することとする。 

    ・津波想定浸水深が 1.0m 以上の区域（過去地震最大モデル） 

    ・高潮想定浸水深が 2.0m 以上の区域（伊勢湾台風規模・堤防等決壊なし） 

    ・洪水想定浸水深が 2.0m 以上の区域（計画規模） 

    ・土砂災害特別警戒区域 

    ・急傾斜地崩壊危険区域（対策済のものを除く） 

    ・家屋倒壊等氾濫想定区域【河岸浸食・氾濫流】（想定最大規模） 

４．見直し結果について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和３年度中間報告書より） 

（令和３年度中間報告書より） 

 New! 

 New! 

 Change! 

注）以下の区域は除外される。 

・土砂災害特別警戒区域 

・急傾斜地崩壊危険区域 

※詳細な区域はホームページ等の最新の情報を参照のこと 

【資料２】 



居住誘導区域の見直しについて（立地適正化計画/防災指針）       都市計画部/都市計画課 

3 

５．除外基準の考え方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．（参考）家屋倒壊等氾濫想定区域について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．（参考）法的基準について 

都市再生特別措置法上、居住誘導区域に含まないものとするもの。 

地すべり防止区域     本市なし 

急傾斜地崩壊危険区域   今回除外（対策済以外の箇所・・・居住誘導区域内にはなし） 

土砂災害特別警戒区域   除外済 

浸水被害防止区域     本市なし 

都市計画運用指針※1 上、原則として居住誘導区域に含まないこととすべきもの。 

津波災害特別警戒区域   本市なし 

災害危険区域       本市なし 

都市計画運用指針上、災害リスク、警戒避難体制、施設の整備状況や整備見込み等を総合的に勘案

し、居住を誘導することが適当でないと判断される場合、原則として居住誘導区域に含まないとす

べきもの。 

土砂災害警戒区域  津波災害警戒区域  浸水想定区域（洪水・雨水出水・高潮） 

上記区域を居住誘導区域に含める場合には、防災指針において当該地区の災害リスクを踏まえた防

災・減災対策を明らかにすることが必要。 

除外基準については、以下のとおりとする。 

浸水想定区域について、洪水については「計画規模」、津波については「過去地震最大モデル」、 

高潮については、「伊勢湾台風規模・堤防等決壊なし」を基に基準を設定します。 

 
【洪水】 

○想定浸水深が２ｍ以上の区域を除外 

【浸水深に関する参考指標①】により、 

１階の軒下まで浸水する浸水深は概ね２ｍと 

なっているため、想定浸水深が２ｍ以上の 

区域を居住誘導区域から除外します。 

 

【津波】 

○想定浸水深が１ｍ以上の区域を除外 

【浸水深に関する参考指標②】により、 

浸水深が１ｍ以上の場合、津波に巻き込まれた場合 

ほとんどの人が亡くなるため、想定浸水深が１ｍ以上 

の区域を居住誘導区域から除外します。 

【高潮】 

○想定浸水深が２ｍ以上の区域を除外 

洪水による浸水に準拠し、想定浸水深が２ｍ以上の区域を居住誘導区域から除外します。 

【水災害を踏まえた防災まちづくりの

ガイドライン（国土交通省（R3.5））】 

なお、基準となる浸水深は現行計画と同様とする。 

【水災害対策とまちづくりの連携のあり方について 提言 

（「水災害とまちづくりの連携のあり方」検討会（R2.8））】 

2.0ｍ 
１階の軒下まで浸水 
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